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終了時評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：スリランカ民主社会主義共和国 案件名：土砂災害対策強化プロジェクト 
分野：防災 援助形態：技術協力 

所轄部署：地球環境部 防災第一チーム 協力金額（評価時点）：約 3.9億円（JICA負担分） 
協力期間 2014年 9月～2018年 9月 先方関係機関：国家建築研究所（NBRO） 

他の関連協力：「国道土砂災害対策事業」 
    （LDPP） 

日本側協力機関： 国土交通省 

１-１ 協力の背景と概要 
スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」）において、土砂災害は最も深刻な自然

災害のひとつである。同国の国土の面積の 2 割、総人口の 3 割を占める中央部の山岳・丘陵地域
では、急速な開墾・開発と脆弱な地質特性と急峻な地形条件から、モンスーン期の豪雨の際には、

急傾斜地の崩壊や地滑り等の土砂災害が頻発している。特に、本プロジェクトの対象地域である

中部州キャンディ県、マータレ県、ヌワラエリア県及びウバ州バドゥッラ県の山岳地域では、潜

在的に地すべり、斜面崩壊が起こりやすく、引き金となる豪雨があると大きな土砂災害が発生し

ている。2010年、2011年、2014年及び 2017年に発生した土砂災害では、全土で 300人近い人命
が失われ、これらの土砂災害が及ぼした人々の財産やインフラへの被害と国土開発に対する損害

は甚大であった。 
土砂災害に対する土砂災害対策の実施や早期警報の発出は国家建築研究所（National. Building 

Research Organization：NBRO）が担っている。NBRO は比較的費用の掛からないハザードマップ
整備等の非構造物対策を中心に実施してきたが、社会的要請に基づき、近年では構造物対策も手

掛けるようになってきている。一方、NBRO の実績はいまだ十分ではなく、NBRO 職員の対策工
の検討に必要となる調査や設計、対策工事の施工監理等の土砂災害対策能力の向上が課題となっ

ている。 
 
１-２ 協力内容 
本事業は、中部州キャンディ県、マータレ県、ヌワラエリア県及びウバ州バドゥッラ県のパイ

ロット地区において、①土砂災害対策のための調査・評価、②地すべり対策、斜面崩壊対策及び

落石対策のための設計、施工監理及びモニタリングと③土砂災害軽減対策（非構造物対策を含む）

の知識とノウハウを蓄積することにより、NBRO の土砂災害管理能力の向上を図り、もって対象
地域の土砂災害の減少に寄与するものである。 
 
（１） 上位目標 

対象地域の土砂災害が減少する。 
 
（２） プロジェクト目標 

パイロットサイトでのスリランカ国に適用可能な日本の技術や他国の技術を活用した土砂災

害軽減対策を通じて NBROの土砂災害管理能力が向上する。 
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（３） 成果 
成果 1: 土砂災害対策のための調査、計画及び評価の能力が強化される。 

成果 2: 地すべり対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

成果 3: 斜面崩壊対策のための設計能力が強化される。 

成果 4: 落石対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

成果 5: 土砂災害軽減対策（非構造物対策を含む）の知識とノウハウが改善される。 
 
（４）投入（評価時点） 
日本側：総投入額     3.9億円 
長期専門家派遣       1名   機材供与           0.3億円 
短期専門家派遣        16名   ローカルコスト負担      2.7億円 
研修員受入        10名 
 

相手国側： 
カウンターパート配置   29名   ローカルコスト負担  4,500万ルピー 
       （2017年 8月時点） 
日本人専門家用事務局スペース提供（通信費・光熱費含む） 

２. 評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏名 所属先・職位 

団長／総括 荒津 有紀 JICA地球環境部専任参事 

評価企画 小林 千晃 JICA地球環境部防災第一チーム主任調査役 

評価分析 石飛 愛 合同会社 適材適所 コンサルタント 

調査期間  2017年 9月 14日〜2017年 10月 4日 評価種類： 終了時評価 

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 
成果 1（土砂災害対策の調査・計画・評価能力の向上）の活動を通じて、NBRO は地質学・地盤
工学調査（掘削技術、コア観察と記録）、地形測量（空撮調査）、地すべり機材の設置・維持管理

に関する能力を強化した。対策工の設計改善に有効なコアサンプルの採取率は大きく向上し、連

続したサンプル入手が可能となった。これらの実績から、成果 1は達成されたと考えられる。 
 
成果 2（地すべり対策の能力向上）では、NBRO の地すべりのモニタリング、分析、施工監理に
関する能力が向上した。地すべり対策工の設計能力に関しては、本事業終了までに追加の技術移

転を実施する。 
 
成果 3（斜面崩壊対策の能力向上）では、斜面崩壊の対策工は事業対象外となったため、すべて
の活動は中間レビューまでに完了した。主な成果は斜面崩壊対策に関する設計の技術移転であり、

移転した知識は NBRO内で担当者によるプレゼンや設計報告書等で共有されている。 
 
成果 4（落石対策の能力向上）を通じて、NBROの落石対策の施工監理に関する能力が向上した。

 

iii 

落石対策工の設計能力に関しては、本事業終了までに技術移転を継続する。 
 
成果 5（構造物・非構造物対策に関する知識とノウハウの共有）の活動の半分以上は終了時評価
終了後に実施予定である。これまでに構造物・非構造物対策に関するセミナー・ワークショップ

が 9 回実施され、計 978 名が参加した。土石流とイエローゾーンの設定に関するワークショップ
は特に評価が高く、NBROの作成するハザードマップの質の向上を促進している。 
 
プロジェクト目標の達成見込みに関しては、本事業を通じて NBROは土砂災害対策のための調

査・観測・分析・施工監理の能力を向上させており、事業終了までに設計分野の追加の技術移転

が実施され、今後実施予定のマニュアル作成や研修を通じて対策工全体の知識と技術が NBRO内
で共有されれば、プロジェクト目標は達成される可能性が高い。 
 
３-２ 評価結果の要約 
（１） 妥当性：比較的高い 

本事業はスリランカと日本の防災政策や NBROのニーズとも合致している。一方で、詳細計
画策定調査時の情報不足により斜面崩壊対策工の建設が本事業の対象外となり、その結果、技

術移転の範囲（斜面崩壊分野）が縮小された。 
 
（２） 有効性：比較的高い 

NBRO の調査・モニタリング・分析・施工監理に関する能力は強化された。本事業終了まで
に追加の技術移転（特に設計分野）が実施されれば、プロジェクト目標は事業終了までに達成

されると見込まれる。 
 
（３） 効率性：比較的高い 

施工監理における日本人専門家の派遣日数が不足しており、技術移転に影響はあったものの、

その他の投入の量・質・タイミングは十分であり、所期の成果の達成に貢献した。 
 
（４） インパクト：高い 

現在の上位目標及び指標（2017-2020年の土砂災害発生件数）は自然条件に左右され、上位目
標・指標としては適切でないため、本事業の上位目標を「パイロット事業を通じて得られた知

識や技術をカウンターパート（Counterpart：C/P）が他の対策工へ活用すること」と変更するこ
とをプロジェクトに提案した。同目標・指標に沿って評価すれば、NBRO はパイロット事業を
通じて得られた知識や技術を、既にパイロット工事以外の対策工へ活用することを計画し、一

部は実施段階にある。また、この他にも複数の正のインパクト（空撮調査の C/P への導入、大
学教育への活用、業者の能力向上等）が発現している一方で、特に負のインパクトは観察され

ていない。 
 

（５） 持続性：比較的高い 
政策面・制度面・財政面・組織面における持続性は高い。技術的な持続性に関しては、プロ
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落石対策工の設計能力に関しては、本事業終了までに技術移転を継続する。 
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識や技術をカウンターパート（Counterpart：C/P）が他の対策工へ活用すること」と変更するこ
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（５） 持続性：比較的高い 
政策面・制度面・財政面・組織面における持続性は高い。技術的な持続性に関しては、プロ
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ジェクト期間内でマニュアルの作成と研修の実施を通じて更なる技術移転を実施する必要があ

る。 
 

３-３ 効果発現に貢献した要因 
（１） 計画内容に関すること 

C/P 職員は日本政府や JICA による様々な奨学金や研修スキーム（JDS、防災課題別研修、ア
ジア開発銀行-日本政府奨学金等）を活用して人材育成を図っており、これらのスキームが C/P
全体の能力向上に貢献している。 
 

（２） 実施プロセスに関すること 
C/P 職員のモチベーション・職業意識の高さが移転技術や知識の積極的な活用とそれらの他

の職員との自発的な共有に繋がった。 
 
３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１） 計画内容に関すること 

詳細計画の情報が限定的であったことから、斜面崩壊対策の施工が本事業の対象外とされ、

施工を通じた技術移転に負の影響を及ぼし、また事業期間の延長に繋がった。  
 
（２） 実施プロセスに関すること 

特になし 
 
３-５ 結論 
パイロットサイトにおけるすべての対策工の建設が終了し、技術移転を通じて C/P は調査・分

析・モニタリング・施工監理に関する能力を向上させていることから、土砂災害管理能力は強化

されたと考えられる。結論として、事業終了までに計画中の研修がすべて実施されれば、プロジ

ェクト目標は達成される可能性が高い。 
5 項目評価では、プロジェクト・デザインが一部適切でなかったものの、スリランカと日本の

政策や裨益者のニーズに合致していることから、妥当性は比較的高い。プロジェクト目標の達成

見込みから有効性は比較的高い。効率性も比較的高く、ほとんどの投入が所期の成果を達成する

ために活用されている。終了時評価時点での PDMの指標では上位目標の達成見込みは測定不可能
ではあるが、適切な目標に再設定されれば、移転した知識・技術が既に C/P によって他事業でも
活用されていることと、終了時評価までに正のインパクトが複数発現していることにより、イン

パクトは高い。政策・制度的側面、財政・体制面での持続性は高いが、終了時評価時点では技術

的な持続性（特に設計と施工監理）に課題があり、今後、強化される必要があることから、本事

業の効果の持続性は比較的高いと考えられる。 
 
３-６ 提言 
終了時評価調査の結果に基づいた合同評価団による提言は以下のとおり。 
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[NBROと JICAに対する提言] 
（１） PDMの上位目標の変更 

現在の上位目標の指標は測定が困難であることから、以下のとおり変更することを日本、ス

リランカ側双方で確認し、本終了時評価期間中に以下の通り上位目標の変更を行った。  
 

現在の上位目標 
上位目標 対象地域の土砂災害の発生件数が減少する 
指標 2017年-2020年の土砂災害の発生件数 
修正案 

上位目標 NBROまたは NBROの支援によって、本事業から得た経験や技術を用いた土
砂災害対策工が実施される。 

指標 すべての土砂災害対策工（事前調査の開始を含む）が NBROまたは NBROの
支援によって本事業を通じて得た技術と経験を用いて実施される 

 
修正案の指標については、以下のとおり定義する。 
 “すべての土砂災害の対策工”は、“本事業から得た経験や技術”を要しない対策工を除外す
る。 

 “本事業から得た経験や技術”は以下の技術や経験のいずれかとする。 
➢ 地すべり対策調査における無人航空機（ドローン）技術の活用  
➢ 逆解析を用いた土砂災害対策工の設計 
➢ ケーシングを用いた長い横ボーリング工（30メートル以上） 
➢ 出来形管理用様式を用いた体系的な施工監理1 

 
[NBROに対する提言] 
（１） NBRO地方事務所への対策工の担当者の配置 

2018年 8月までの瑕疵検査期間中、各パイロットサイトの対策工の状態を把握する必要があ
る。したがって、NBRO は対策工を管理している地方事務所に対策工の担当者を配置し、瑕疵
や破損が起きた場合は、迅速に JICAスリランカ事務所に報告することが望ましい。 

 
（２） 事業終了後の対策工の適切な管理 

事業効果の持続性を確保するために、本事業終了後は継続的に対策工をモニターし、適切に

維持することが重要である。NBRO は雨期（モンスーン）の後、特に大雨の後など少なくとも
年に 2 回はチェックシートを用いてモニタリングを行い、対策工を適切に管理することが重要
である。破損が起きた場合等、必要がある場合は、NBROは状況と対応策について JICAスリラ
ンカ事務所に報告することを提言する。 

（３） 土砂災害対策工の活用と、公式書類としての承認 
本事業終了までに日本人専門家と NBROは共同で土砂災害対策工に関するマニュアルを準備

予定である。本事業によって移転された知識と技術が広く共有・維持されるために、NBRO は

                                                         
1 様式は英文報告書の別添資料 8 に添付。 
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1 様式は英文報告書の別添資料 8 に添付。 
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このマニュアルを十分に活用し、公式書類として承認し、広く共有することが望ましい。  
 
（４） 本事業の成果の他の土砂災害対策事業への有効活用 

C/P は本事業から得た知識や経験を C/P 自身または C/P が支援し、他実施機関が実施する他
の土砂災害対策事業（Landslide Disaster Protection Project：LDPP等）にも活用することを推奨す
る。 

 
[JICAに対する提言] 
（１） 対策工の設計に関する研修の実施 

日本人専門家は、本事業終了までに C/P 職員に対して対策工の設計に関する実践的な研修を
実施する必要がある。 
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第１章 終了時評価調査の概要 

１－１ プロジェクトの背景 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」）において、土砂災害は最も深刻な自然

災害のひとつである。スリランカの国土面積の 2割、総人口の 3割を占める中央部の山岳・丘陵
地域では、急速な開墾・開発と脆弱な地質特性と急峻な地形条件から、モンスーン期の豪雨の際

には急傾斜地の崩壊や地すべり等の土砂災害が頻発している。2010年、2011年、2014年及び 2017
年に発生した土砂災害では、スリランカ全土で 300名近い人命が失われ、これらの土砂災害が及
ぼした人々の財産やインフラへの被害と国土開発に対する損害は甚大であった。なお、これまで

の統計によると土砂災害の発生件数のうち、地すべりの発生件数が最も多い傾向にある。  

これらの土砂災害に対する早期警報の発出及び土砂災害対策の実施は国家建築研究所（以下、

「NBRO（National. Building Research Organization）」または「C/P（Counterpart）」）が担っており、
国道レベルの対策工事では道路開発庁に対して NBRO が助言を行っている。また、C/P は 1985
年に研究プロジェクト「スリランカ土砂災害調査」（“Study of Landslides in Sri Lanka”）を実施し
ており、土砂災害の危険への対応を国家の重要な課題として特定し、スリランカの土砂災害の危

険性を緩和するための協調した統合的アプローチの必要性を訴えている。以来、政府は、地すべ

りハザードマップ作成、丘陵地帯の土地利用及び開発規制、関係機関の能力強化、開発者や土地

利用者の啓発活動・教育、救助・災害復旧復興・被災者の再定住などの様々な備えと被害緩和策

に取り組んできた。 

2013年 3月には本事業の対象県を含む 7県を対象とした「国道土砂災害対策事業」（以下、「LDPP
（Landslide Disaster Protection Project）」）の円借款契約が調印されている。同事業は、土砂災害リ
スクの高い主要国道の斜面 16カ所に対策工を設置することにより、基盤インフラである国道の土
砂災害リスクを軽減し、道路網と周辺住民の生活の安全性の強化を通じて、スリランカの経済・

社会開発に寄与するものである。 

このような状況を踏まえ、スリランカは、特に優先度の高い中部州のキャンディ県、マータレ

県、ヌワラエリア県及びウバ州バドゥッラ県の 47カ所の潜在的な土砂災害地区のうち、最も脆弱
な 16カ所の対策工の施工をわが国に要請した。その後、C/Pとの協議の結果、同 4県でスリラン
カに存在する 3種類の土砂災害（落石、地すべり、斜面崩壊）についてパイロット的に対策工を
実施し、対策工の設計及び施工監理を通じて、当該分野に関わる基準やマニュアル等の作成及び

人材育成・職員の能力強化を図ることで合意した。かかる状況の中、国際協力機構（以下、「JICA」）
は、上記円借款との連携による開発効果向上を目的として本要請を実施することを決定した。 

１－２ 調査団派遣の目的・日程 

終了時評価調査は 2017 年 9 月 14 日から 10 月 4 日にかけて実施された。詳細日程は協議議事
録（M/M）の Appendix 1の通り。また、主な目的は以下のとおり。 

(1) 終了時評価調査時点における事業の進捗確認 
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第１章 終了時評価調査の概要 

１－１ プロジェクトの背景 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」）において、土砂災害は最も深刻な自然
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の統計によると土砂災害の発生件数のうち、地すべりの発生件数が最も多い傾向にある。  

これらの土砂災害に対する早期警報の発出及び土砂災害対策の実施は国家建築研究所（以下、

「NBRO（National. Building Research Organization）」または「C/P（Counterpart）」）が担っており、
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スクの高い主要国道の斜面 16カ所に対策工を設置することにより、基盤インフラである国道の土
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このような状況を踏まえ、スリランカは、特に優先度の高い中部州のキャンディ県、マータレ
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１－２ 調査団派遣の目的・日程 

終了時評価調査は 2017 年 9 月 14 日から 10 月 4 日にかけて実施された。詳細日程は協議議事
録（M/M）の Appendix 1の通り。また、主な目的は以下のとおり。 

(1) 終了時評価調査時点における事業の進捗確認 
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(2) 五項目評価に基づいた事業の評価 
(3) プロジェクト後半期間に実施すべき提言の抽出 
(4) JICA支援事業における透明性と説明責任の向上を目的とした情報公開 

１－３ 調査団の構成 

  (1) スリランカ側評価団 

 氏名 肩書/所属 

1 Mr. Mubarak Faleel 国家政策・経済省 国家計画局 局長 

2 Mr. Nandana Cooray 災害管理省 計画局 副局長 

 

  (2) 日本側評価団 

 氏名 担当 肩書/所属 

1 荒津 有紀 総括 
独立行政法人国際協力機構 地球環境部 専任

参事 

2 小林 千晃 評価計画 
独立行政法人国際協力機構 地球環境部 防災

第一チーム 主任調査役 

3 石飛 愛 評価分析 合同会社 適材適所 コンサルタント 

 

１－４ プロジェクトの概要 

PDM（第 2版）に記載されているプロジェクトの概要は以下のとおり。 

  (1) プロジェクト名 

土砂災害対策強化プロジェクト 

  (2) 協力期間 

2014年 9月‐2018年 9月（4年間） 

  (3) 対象地域（パイロットサイト） 

- バドゥッラ県（バドルスリガマ） 
- ヌワラエリア県（ウダマドゥラ） 
- マータレ県（アラグマレ） 
（なお、当初計画に含まれていたキャンディ県でのパイロットサイトの対策工の施工は

別事業で実施されることとなった） 

  (4) 本事業の構成 

   1) 上位目標 

対象地域の土砂災害が減少する。 
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   2) プロジェクト目標 

パイロットサイトでのスリランカ国に適用可能な日本の技術や他国の技術を活用した

土砂災害軽減対策を通じて NBROの土砂災害管理能力が向上する。 

   3) 成果 

成果 1 土砂災害対策のための調査、計画及び評価の能力が強化される。 

成果 2 地すべり対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

成果 3 斜面崩壊対策のための設計能力が強化される。 

成果 4 落石対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

成果 5 土砂災害軽減対策（非構造物対策を含む）の知識とノウハウが改善される。  

 



－ 3 －

 

－2－ 

(2) 五項目評価に基づいた事業の評価 
(3) プロジェクト後半期間に実施すべき提言の抽出 
(4) JICA支援事業における透明性と説明責任の向上を目的とした情報公開 

１－３ 調査団の構成 

  (1) スリランカ側評価団 

 氏名 肩書/所属 

1 Mr. Mubarak Faleel 国家政策・経済省 国家計画局 局長 

2 Mr. Nandana Cooray 災害管理省 計画局 副局長 

 

  (2) 日本側評価団 

 氏名 担当 肩書/所属 

1 荒津 有紀 総括 
独立行政法人国際協力機構 地球環境部 専任

参事 

2 小林 千晃 評価計画 
独立行政法人国際協力機構 地球環境部 防災

第一チーム 主任調査役 

3 石飛 愛 評価分析 合同会社 適材適所 コンサルタント 

 

１－４ プロジェクトの概要 

PDM（第 2版）に記載されているプロジェクトの概要は以下のとおり。 

  (1) プロジェクト名 

土砂災害対策強化プロジェクト 

  (2) 協力期間 

2014年 9月‐2018年 9月（4年間） 

  (3) 対象地域（パイロットサイト） 

- バドゥッラ県（バドルスリガマ） 
- ヌワラエリア県（ウダマドゥラ） 
- マータレ県（アラグマレ） 
（なお、当初計画に含まれていたキャンディ県でのパイロットサイトの対策工の施工は

別事業で実施されることとなった） 
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   2) プロジェクト目標 
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土砂災害軽減対策を通じて NBROの土砂災害管理能力が向上する。 
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成果 2 地すべり対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

成果 3 斜面崩壊対策のための設計能力が強化される。 

成果 4 落石対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

成果 5 土砂災害軽減対策（非構造物対策を含む）の知識とノウハウが改善される。  
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第２章 終了時評価調査の手法 

２－１ 調査手法 

終了時評価調査は「JICAプロジェクト評価ガイドライン第 1.1 版（2016年 5月）」に基づき、
プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を参照して実施した。また同ガイドラインに従
い、評価グリッドを作成し、同グリッドに沿って情報収集を行った。評価グリッドには評価質問、

指標、収集データ、情報源、情報の収集方法を明記し、調査前にプロジェクト関係者と共有した。

評価グリッドに基づいて情報を収集するため、文献調査、質問票調査及び聞き取り調査を行った。

さらにバドゥッラ県、マータレ県、キャンディ県、ヌワラエリア県のパイロットサイトの現場視

察を行った。 

終了時評価調査は、以下の評価 5項目に沿って実施した。各項目の詳細については以下のとお
り。 

評価 5項目 

妥当性 
開発インターベンションの目標が、受益者の要望、対象国のニーズ、地球規模の

優先課題及びパートナーやドナーの政策と合致している程度。 

有効性  
開発インターベンションの目標が実際に達成された、あるいはこれから達成され

ると見込まれる度合いのことであり、目標の相対的な重要度も勘案しながら判断

する。 

効率性  
資源及び（又は）インプット（投入）（資金、専門技術（知識）、時間など）がい

かに経済的に結果を生み出したかを示す尺度。 

インパクト 開発インターベンションによる貢献が期待されている、より高次の目標。 

持続性 
開発インターベンションの終了時における、開発インターベンションによる便益

の持続性。長期的便益が継続する見込み。時間の経過に伴う純益の流出というリ

スクに対する回復力。 
出典: JICA（2016）「事業評価ガイドライン（第 1.1 版）」 
 

２－２ 調査対象者とデータ収集方法 

  (1) 調査対象者 

C/P職員と日本人専門家を対象に本調査を実施した。 

  (2) データ収集方法 

本調査では、以下の方法を用いて情報を収集した。 

   1) 文献調査 

業務進捗報告書、短期専門家派遣報告書、詳細計画策定調査資料、中間レビュー調査報

告書、スリランカ政府政策関連資料（防災分野）、本事業関係者提供資料、類似案件資料等

の本事業関連資料の文献調査を実施した。 
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   2) 質問票調査 

質問票は現地調査実施前に C/P職員と日本人専門家に配布され、配布者全員より回答を
得た。 

   3) 聞き取り調査 

C/P 職員（本部・地方事務所）と日本人専門家（総括）を対象に聞き取り調査を実施し
た。また、TCLMP アシスタント（本事業で雇用された施工監理担当）とパイロット工事
業者にも月例進捗会議の機会を利用して、聞き取り調査を実施した。 

   4) 現場視察 

バドゥッラ県、ヌワラエリア県、キャンディ県、マータレ県の 4カ所の施工現場を視察
し、関係者への聞き取り調査を行い、観測機材の使用状況を確認した。 
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第３章 プロジェクトの実施と実施プロセス 

３－１ 投入の実績 

  (1) スリランカ側 

   1) 人員配置 

エクゼクティブ・ヘッド: NBRO長官 
プロジェクト・ダイレクター: NBRO 地すべり調査危機管理部部長 
その他、C/P職員 27名が参加した。 

   2) オフィススペースの提供 

C/P は日本人専門家の執務用にオフィス家具、インターネットアクセスを含めた執務室
を提供した。 

   3) プロジェクト活動費 

C/Pは 2017年 8月時点で 4,500万ルピー（約 3,300万円2）を支出している。主な内訳は

交通費や機材の輸入に掛かる税金等である。 

  (2) 日本側 

   1) 専門家の派遣 

2017 年 8月末の時点で、17 名の専門家がスリランカに計 29回（計 1,339日）派遣され
た。派遣者の担当分野は下表のとおり。 

表 1: 専門家の派遣実績（2017年 8月末時点） 

専門分野 専門家の数 派遣回数 派遣実績 
（日数） 

総括/土砂災害解析 1 7 117 
地すべり対策（設計, 施工監理） 1 5 104 
斜面崩壊対策（設計, 施工監理） 1 6 97 
モニタリング機器/地質 1 2 39 
落石対策（設計, 施工監理） 1 3 44 
ボーリング技術 1 1 15 
調達/入札評価 1 1 27 
地すべり対策（リスク評価） 1 0 0 
地形解析 1 0 0 
非構造物対策/業務調整 1 2 35 

小計 10 27 478 
長期専門家 1 1 893 
短期専門家（成果 5担当） 6 1 28 

合計 17 29 1,399 
出典: プロジェクト提供資料 
 

                                                         
2 為替レート（2017 年 9月 29 日時点）: 1 スリランカ・ルピー=0.735円 
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   2) 機材調達 

観測機材（地盤伸縮計、地下水位計、孔内傾斜計、間隙水圧計等）、ボーリングマシン、

コンプレッサーが調達された。調達機材の総額は 2017年 8月時点で約 3,140万円となって
いる。 

   3) 本邦研修  

C/P職員 10人が 2015年と 2017年に本邦研修に参加し、日本の土砂災害の概要について
学び、実際の土砂災害対策工の現場を見学した。終了時評価時点で、10人中 9人が C/P機
関で継続して勤務している。 

   4) 現地活動費 

本事業実施にあたり必要な経費として事業開始から 2017 年 8 月までの期間に約 2 億
7,100万円が支出された。主な費目は工事費、旅費、通信費等である。 

３－２ 成果の達成状況 

事業開始から終了時評価調査までの各成果の達成度は以下のとおり。 

  (1) 成果 1: 土砂災害対策のための調査、計画及び評価の能力が強化される。 

指標 結果 
1. パイロットサイトにおける土砂災害対策の選定のための調査及び評価に関す

る報告書の数 4 

2. 地質調査報告書の数 4 
3. パイロットサイトにおけるモニタリング・デー夕、分析及び評価に関する報

告書の数 9 

4. 土砂災害対策のためのコンプレッサーを活用した施工計画に関する報告書数  1 
 
活動 進捗及び成果 

1.1 パイロットサイ
トでの土砂災害

についての予備

調査・概査を実施

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[進捗状況：完了] 

日本人専門家と C/P は共同でパイロットサイトにおいて予備調査・概査
を実施した。同調査中、日本人専門家はパイロットサイト 4 カ所におい
て 3次元地形データ取得を目的とした無人航空機（以下、「UAV」）空撮
を C/P地方事務所の協力の下実施した。撮影した写真から地盤/地表被覆
物高データ、等高線、斜度、オルソ画像、立体写真及び余色立体図を作

成し、以後の調査・設計の基礎データとして活用された。 
 
この UAVによる空撮調査と、バドゥッラ県コスランダ地区で 2014年 10
月に大規模な地すべりが発生した際に実施されたヘリ調査を通じて、C/P
に空撮調査が導入され、日本人専門家は空撮調査の方法や視点、注意点

等を共有することができた。C/P はこれ以降、独自に空撮調査を実施し
ている。例えば、2017年には UAVを用いて、同年 5月に発生した 35カ
所の地すべりについて調査し、被害報告書（“Landslide Disaster May 2017: 
Damage and Loss Assessment Report”）を公表した。日本人専門家は空撮調
査に関する追加研修を本事業終了までに実施予定である。 
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第３章 プロジェクトの実施と実施プロセス 

３－１ 投入の実績 

  (1) スリランカ側 

   1) 人員配置 

エクゼクティブ・ヘッド: NBRO長官 
プロジェクト・ダイレクター: NBRO 地すべり調査危機管理部部長 
その他、C/P職員 27名が参加した。 

   2) オフィススペースの提供 

C/P は日本人専門家の執務用にオフィス家具、インターネットアクセスを含めた執務室
を提供した。 

   3) プロジェクト活動費 

C/Pは 2017年 8月時点で 4,500万ルピー（約 3,300万円2）を支出している。主な内訳は

交通費や機材の輸入に掛かる税金等である。 

  (2) 日本側 

   1) 専門家の派遣 

2017 年 8月末の時点で、17 名の専門家がスリランカに計 29回（計 1,339日）派遣され
た。派遣者の担当分野は下表のとおり。 

表 1: 専門家の派遣実績（2017年 8月末時点） 

専門分野 専門家の数 派遣回数 派遣実績 
（日数） 

総括/土砂災害解析 1 7 117 
地すべり対策（設計, 施工監理） 1 5 104 
斜面崩壊対策（設計, 施工監理） 1 6 97 
モニタリング機器/地質 1 2 39 
落石対策（設計, 施工監理） 1 3 44 
ボーリング技術 1 1 15 
調達/入札評価 1 1 27 
地すべり対策（リスク評価） 1 0 0 
地形解析 1 0 0 
非構造物対策/業務調整 1 2 35 

小計 10 27 478 
長期専門家 1 1 893 
短期専門家（成果 5担当） 6 1 28 

合計 17 29 1,399 
出典: プロジェクト提供資料 
 

                                                         
2 為替レート（2017 年 9月 29日時点）: 1 スリランカ・ルピー=0.735円 
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   2) 機材調達 

観測機材（地盤伸縮計、地下水位計、孔内傾斜計、間隙水圧計等）、ボーリングマシン、

コンプレッサーが調達された。調達機材の総額は 2017年 8月時点で約 3,140万円となって
いる。 

   3) 本邦研修  

C/P職員 10人が 2015年と 2017年に本邦研修に参加し、日本の土砂災害の概要について
学び、実際の土砂災害対策工の現場を見学した。終了時評価時点で、10人中 9人が C/P機
関で継続して勤務している。 

   4) 現地活動費 

本事業実施にあたり必要な経費として事業開始から 2017 年 8 月までの期間に約 2 億
7,100万円が支出された。主な費目は工事費、旅費、通信費等である。 

３－２ 成果の達成状況 

事業開始から終了時評価調査までの各成果の達成度は以下のとおり。 

  (1) 成果 1: 土砂災害対策のための調査、計画及び評価の能力が強化される。 

指標 結果 
1. パイロットサイトにおける土砂災害対策の選定のための調査及び評価に関す

る報告書の数 4 

2. 地質調査報告書の数 4 
3. パイロットサイトにおけるモニタリング・デー夕、分析及び評価に関する報

告書の数 9 

4. 土砂災害対策のためのコンプレッサーを活用した施工計画に関する報告書数  1 
 
活動 進捗及び成果 

1.1 パイロットサイ
トでの土砂災害

についての予備

調査・概査を実施

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[進捗状況：完了] 

日本人専門家と C/P は共同でパイロットサイトにおいて予備調査・概査
を実施した。同調査中、日本人専門家はパイロットサイト 4 カ所におい
て 3次元地形データ取得を目的とした無人航空機（以下、「UAV」）空撮
を C/P地方事務所の協力の下実施した。撮影した写真から地盤/地表被覆
物高データ、等高線、斜度、オルソ画像、立体写真及び余色立体図を作

成し、以後の調査・設計の基礎データとして活用された。 
 
この UAVによる空撮調査と、バドゥッラ県コスランダ地区で 2014年 10
月に大規模な地すべりが発生した際に実施されたヘリ調査を通じて、C/P
に空撮調査が導入され、日本人専門家は空撮調査の方法や視点、注意点

等を共有することができた。C/P はこれ以降、独自に空撮調査を実施し
ている。例えば、2017年には UAVを用いて、同年 5月に発生した 35カ
所の地すべりについて調査し、被害報告書（“Landslide Disaster May 2017: 
Damage and Loss Assessment Report”）を公表した。日本人専門家は空撮調
査に関する追加研修を本事業終了までに実施予定である。 
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1.2 パイロットサイ
トの候補地にお

ける測量、地質及

び地質工学調査

を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[進捗状況：完了]  

調査対象箇所において、日本人専門家の指導の下、C/P は測量と地質調
査を実施した。測量は現地再委託として実施し、地質調査・物理探査に

ついては日本人専門家が C/P 職員に技術指導を行った。技術指導は C/P
の地質学者を対象に作成した「土壌と岩石の記録ガイドライン」を用い

て調査ボーリング、コア鑑定を主体に実施した。また調査を通じて、コ

アサンプルから視覚的に破断面を特定する技術的なノウハウが共有され

た。これは地すべりの安定解析と対策工の計画・設計を行ううえで非常

に重要である。また本事業を通じてボーリングマシンが供与され、掘削

液のコントロール、問題のある地質状況・地下水の状況下における掘削

等の技術が共有された。この技術移転を通じて、C/P は連続したサンプ
ルが取得できるようになり、コアサンプルのリカバリー率は著しく向上

した。また質の高い土壌と岩のコアサンプルの抽出が可能になったこと

で、より明確かつ正確に地質構造を理解でき、すべり面の特定ができる

ようになった。 
 
さらに柱状図の記載の際に、以前は地質的な特徴の記載が多かったが、

技術移転後は土砂災害対策工の設計上留意する必要のある事項が記載さ

れるようになった。C/P は本事業によって移転された日本の地質調査の
経験をもとに、すべり面や様々なタイプの地すべりのゾーンを特定し決

定するためのコア鑑定法に関する研究を独自に複数実施している。 
1.3 ピエゾメータ、地

盤伸縮計、ピエゾ

メータ付ひずみ

計、孔内傾斜計等

の必要機材を設

置する。 
 
 

[進捗状況：完了] 

予備調査（活動 1.1）の結果を基に、C/P職員と日本人専門家が地すべり
の観測計画を立て、ヌワラエリア県とバドゥッラ県の各パイロットサイ

トに観測計器を設置した。この活動を通じて、C/P は自分たちだけで機
材を設置し、チェックリストを用いて維持管理ができるようになった。

2016年 7月に山火事がバドゥッラ県のパイロットサイトで発生した際、
C/P の観測担当は直ちにパイロットサイトに赴き、故障を懸念して地盤
伸縮計を取り外し、約 1 カ月後に再び設置した。動作確認は日本人専門
家と共同で実施され、日本人専門家はこの機会を通じてセンサーの維

持・動作確認の方法を C/Pと共有した。 

1.4 パイロットサイ
トでの土砂災害

対策工の概念を

考察し決定する。 
 
 
 
 
 
 

[キャンディ県ナース訓練学校 (斜面崩壊対策)] 
地質調査の結果、風化岩盤が想定よりもかなり深部に及んでいたことが

明らかになった。従来スリランカで実施されてきた法枠工では十分な安

定性が維持できないため、日本式の法枠工が採用されることとなった。

しかしスリランカの業者のレベルでは技術的に実施が難しく、また技術

協力の予算・期間的な制約上、日本の施工業者を調達することもできず、

本地区はパイロット工事の対象箇所から除外することとなった。 
 
[マータレ県アラグマレ地区 (落石対策)] 
日本人専門家と C/P は直接的に不安定岩塊を安定化させる工法（落石予
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[進捗状況：完了] 

防工）の選定は困難であり、経済性・施工性の観点から落石を受け止め

る落石防護工を採用することを基本方針として決定した。 
 
[バドゥッラ県バドゥルシリガマ地区、ヌワラエリア県ウダマドゥラ地区
（地すべり対策）] 
日本人専門家は地すべり対策工の選定について、技術面・環境面・経済

面・維持管理面などの視点から助言・指導を行った。JICA、長期専門家
とも協議を行い、対策工選定の考え方につき共有化を図った。日本人専

門家と C/Pはパイロットサイトの地すべり各地区の特性を考慮し、横ボ
ーリング工、水路工、堰堤（バドゥッラのみ）を計画することを決定し

た。 
これらの指導と議論を通じて、日本人専門家は異なる土砂災害に対する

対策工を C/Pに紹介し、共同で最適な対策工を選択した。 
1.5 コンプレッサー

を活用した土砂

災害対策工事の

工事実施計画を

策定する。 
[進捗状況：完了] 

コンプレッサーが調達され、2017年 7月に C/Pに供与された。日本人専
門家によって、使用方法に関する研修が実施され、マニュアルが提供さ

れた。C/P はこれまでコンプレッサーの使用経験があり、さらに専用の
技術者を雇用予定であることから、使用・維持管理に問題は見られない。

C/Pは 2018年 10月までにスリランカ国内 22カ所の土砂災害対策でコン
プレッサーを使用する予定である。 

 
<成果 1の総合評価: 高い> 
成果 1 のすべての活動は終了時評価調査時点までに終了している。主な成果は C/Pが地

質学・地盤工学調査（掘削技術、コア観察と記録）、地形測量（空撮調査）、観測機材の設置

と維持管理、様々な土砂災害対策に対する異なるタイプの対策工等の知識・技術・経験を深

めたことである。コアサンプルの採取率は大きく向上し、連続したサンプルが入手できるよ

うになった。これは対策工の設計の改善に活かすことができる。また柱状図記載の際に、本

事業実施前は地質的な特徴の記載が多かったが、対策工設計上留意する必要のある事項が記

載されるようになった。 

PDM では成果 1を含むすべての指標の数値目標を設定していないため、その指標が達成
されたかどうかを正確に測ることはできないが、上述の成果 1の主な成果から判断して、成
果 1（“土砂災害対策のための調査、計画及び評価の能力が強化される。”）は終了時評価ま
でに達成されたとみなすことができる。 

  (2) 成果 2: 地すべり対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

指標 結果 
パイロットサイトにおける地すべり対策工の実施に関する活動報告書の数 293 

 

                                                         
3 この数値は入札書類を含む入札評価書 2 カ所分、日本人専門家による施工監理報告書 15 回分、NBRO バドゥッラとヌワラ
エリア事務所による施工監理報告 15回分、完了報告書 2 カ所分の合計である。 
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[進捗状況：完了] 

防工）の選定は困難であり、経済性・施工性の観点から落石を受け止め

る落石防護工を採用することを基本方針として決定した。 
 
[バドゥッラ県バドゥルシリガマ地区、ヌワラエリア県ウダマドゥラ地区
（地すべり対策）] 
日本人専門家は地すべり対策工の選定について、技術面・環境面・経済

面・維持管理面などの視点から助言・指導を行った。JICA、長期専門家
とも協議を行い、対策工選定の考え方につき共有化を図った。日本人専

門家と C/Pはパイロットサイトの地すべり各地区の特性を考慮し、横ボ
ーリング工、水路工、堰堤（バドゥッラのみ）を計画することを決定し

た。 
これらの指導と議論を通じて、日本人専門家は異なる土砂災害に対する

対策工を C/Pに紹介し、共同で最適な対策工を選択した。 
1.5 コンプレッサー

を活用した土砂

災害対策工事の

工事実施計画を

策定する。 
[進捗状況：完了] 

コンプレッサーが調達され、2017年 7月に C/Pに供与された。日本人専
門家によって、使用方法に関する研修が実施され、マニュアルが提供さ

れた。C/P はこれまでコンプレッサーの使用経験があり、さらに専用の
技術者を雇用予定であることから、使用・維持管理に問題は見られない。

C/Pは 2018年 10月までにスリランカ国内 22カ所の土砂災害対策でコン
プレッサーを使用する予定である。 

 
<成果 1の総合評価: 高い> 
成果 1 のすべての活動は終了時評価調査時点までに終了している。主な成果は C/Pが地

質学・地盤工学調査（掘削技術、コア観察と記録）、地形測量（空撮調査）、観測機材の設置

と維持管理、様々な土砂災害対策に対する異なるタイプの対策工等の知識・技術・経験を深

めたことである。コアサンプルの採取率は大きく向上し、連続したサンプルが入手できるよ

うになった。これは対策工の設計の改善に活かすことができる。また柱状図記載の際に、本

事業実施前は地質的な特徴の記載が多かったが、対策工設計上留意する必要のある事項が記

載されるようになった。 

PDM では成果 1を含むすべての指標の数値目標を設定していないため、その指標が達成
されたかどうかを正確に測ることはできないが、上述の成果 1の主な成果から判断して、成
果 1（“土砂災害対策のための調査、計画及び評価の能力が強化される。”）は終了時評価ま
でに達成されたとみなすことができる。 

  (2) 成果 2: 地すべり対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

指標 結果 
パイロットサイトにおける地すべり対策工の実施に関する活動報告書の数 293 

 

                                                         
3 この数値は入札書類を含む入札評価書 2 カ所分、日本人専門家による施工監理報告書 15 回分、NBRO バドゥッラとヌワラ
エリア事務所による施工監理報告 15 回分、完了報告書 2カ所分の合計である。 
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活動 進捗及び成果 
2.1 パイロットサイトで
の地すべりのモニタ

リング及び評価を行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[進捗状況: 継続中] 

日本人専門家は C/P に対してモニタリングと分析に関する指導を
実施した。モニタリングに関しては、土質工学試験部の職員 5人が
パイロットサイトの観測データのモニタリング・分析に関わってお

り、さらに若手職員のグループを現在訓練中である。彼らの内 1
人は毎月現場を訪れ、手動でデータを収集している。データが手動

で収集されていることから、データはリアルタイムで活用すること

が難しく、また土砂災害のリスクの大きい場所に観測機械が設置さ

れているため、豪雨の際はデータ収集を行うことができない。 
 
評価に関しては、観測データの分析方法について技術移転を行った

結果、C/Pは地すべりのすべり面が特定できるようになった。また
観測機器を用いて観測データの相関が得られたことにより、地下水

位と、地盤移動の割合やすべり面の深さとの関係について総合的な

理解が得られた。さらに観測データの蓄積により、累積降水量が

400mm を超えると活動が活発化する傾向があることが明らかにな
った4。 

2.2 パイロットサイトで
の地すべり対策のた

めの設計及び事業費

の積算を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[進捗状況：完了] 

日本人専門家は地すべりの安定計算や計算条件の設定について

C/Pに指導した。キャンディ県での斜面対策工の対応に想定以上の
時間を要し、設計の技術移転のための十分な時間が確保できず、地

質調査やモニタリング結果に基づいて日本人専門家が地すべり対
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ビュー以降に日本人専門家によって本事業の対策工に関するプレ

ゼンテーションが 2回実施された。対策工の設計分野における技術
を確実に移転するために、2018 年 3 月か 4 月に設計に関する実践
的な研修が計画されている。 
 
日本人専門家は対策工の数量表、設計図面を作成し、工事費の積算

を行った。C/Pが一般に使用している単価や市場調査を実施した結
果から、日本人専門家が積算に必要な単価を設定した。C/Pは積算
の経験があるため、この点に関する技術移転は実施されなかった。
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分析の能力を強化する必要性があることについて認識を共有した。 

2.3 パイロットサイトで
の地すべり対策のた

これらの活動は中間レビューまでに完了し、パイロットサイト毎に

業者が選定された。 

                                                         
4 “累積降雨量” は降雨の開始時から終了時（2日間以上降雨がない場合）までの降雨量の累積を指す。 
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めの入札書類を作成

する。 
 
2.4 パイロットサイトで
の地すべり対策のた

めの入札書類の評価

及び施工業者の調達

を行う。 
[進捗状況：完了] 

2.5 パイロットサイトで
の地すべり対策のた

めの施工監理を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 進捗 
契約業者は業務開始前に施工監理計画書5と安全対策プランの提出

が求められたが、これらを作成・提出した十分な経験がなかったた

め、日本人専門家が指導を行い、作成・提出された。また日本人専

門家と C/Pは出来形・数量管理、品質管理などの実施方法、月次報
告書と四半期報告書の書類取りまとめについて契約業者を対象に

説明会を実施した。両パイロットサイトの住民に対しても C/Pの主
催により、契約施工業者とともに住民説明会を 2016年 4月に実施
し、工事の目的、地すべりに与える効果、工事に関わる基本事項（工

事内容、施工期間、施工区域等）、周辺環境に与える影響などを説

明した。 
 
工事は両パイロットサイトにて 2016 年 6 月に開始され、TCLMP
アシスタント（本事業で雇用された施工監理担当者）と C/Pの現場
担当（サイトエンジニア）により施工監理を担当した。工事開始か

ら完了まで、日本人専門家が施工現場を毎月（各サイト 1－2日程
度）訪れ、サイトエンジニアと TCLMPアシスタントに施工監理に
関する指導を行った。特に設計どおりの建設に不可欠である出来形

管理と測定表について指導した。日本人専門家への聞き取り調査に

よると、サイトエンジニアと TCLMPアシスタントの業者への指導
により、建設工事の質が向上した。 

b. 2016年に発生した施工不良について 
しかしながら 2016年 9月、施工現場において対策工の何カ所かが
計画通りに建設されていない、または求める品質に達していないこ

とが明らかになった。中間レビューではこのような施工不良の再発

を防ぐための提言を行った。この提言は下表のとおり、おおむね実

施された。 

                                                         
5 施工管理計画書に関しては様々な情報を一つにまとめての提出を求めたが、スリランカでは安全管理計画など必要書類を
別々に提出することが一般的。 
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表 2. 中間レビューによる施工不良を防ぐための提言の実施状況 

提言 結果 
施工計画からの変更は事前に承認を得る おおむね実施された 
各サイトに最低 1名の監督者の常駐 2016年 12月から常駐 

コミュニ
ケーショ
ンの改善  

施工現場での毎日のミーティン
グ 

ほぼ毎日実施された 

関係者間（C/P本部・地方事務所・
業者・TCLMP アシスタント・日
本人専門家）での月例ミーティン
グ 

進捗確認会議が 2016
年 11 月と 2017 年 2-5
月まで毎月実施された 

 

c. 技術移転 
C/P職員、日本人専門家、業者への聞き取り調査によると、施工監
理計画書の提出や出来形管理、安全管理や時間管理などの体系的な

施工監理のアプローチが、On-the-Job Training：OJT（オンザジョブ
トレーニング、実地訓練）や現場視察、月例進捗会議を通じて各サ

イトや本部の施工監理担当者と共有された。施工監理の担当者は対

策工の設計や長い横ボーリング工6等の新しい技術について学び、

それらを他の土砂災害対策事業でも活用する自信を得た。 
実際、長い横ボーリングは本事業開始以降、既に C/Pが実施する他
の地すべり対策事業で活用されている。その一例が 2017年ハンウ
ェラ北部で C/Pによって実施された地すべり対策事業である。C/P
の土質工学試験部によって実施されたこの事業の報告書によると、

彼らは独自に 60メートル以上の横ボーリング工を実施し、水位レ
ベルを観察・分析し、対策工の効果を評価している。このことから、

長い横ボーリング工の技術が着実に移転されていることが確認さ

れた。 

d. インパクト 
日本人専門家による観察と業者への聞き取り調査によると、建設業

者は本事業の C/Pではないものの、業者の技術もまた強化されてい
る。業者は長い横ボーリング工を、他の対策事業でも実施する自信

を持っている。また本事業を通じて業者に対して安全対策プランの

提出が初めて導入され、安全管理の重要性が認識された。業者によ

ると、安全対策プランの遵守が施工期間中の無事故に繋がった。 
ヌワラエリア県のサイトの工事は 2017年 3月にほぼ完了し、バド
ゥッラ県のサイトでは 2017年の 8月初旬に工事が完了した。設置
したパイプからの排水量（とバドゥッラ県では対策工近くの沼地の

湧水量の減少）から、地すべり対策工の効果が確認された。 
C/Pの地方事務所によると、周辺コミュニティは対策工の建設に感
謝しており、以前より安全になったと感じていると話している。バ

                                                         
6 土質試験調査部部長によると、本事業実施前は、30メートル以上の横ボーリング工は実施されていなかった。  
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[進捗状況：完了] 

ドゥッラ県のパイロットサイトは、終了時評価までに少なくとも 2
回、モラトゥラ大学の教授が学生を引率して、地すべりの特徴や対

策工、観測機械について説明するなど、教育現場としても活用され

ている。 

2.6 パイロットサイトで
の地すべり対策の完

了報告書を作成する。 
[進捗状況：実施予定] 

この活動は事業終了までに実施予定である。 

 
<成果 2の総合評価: 比較的高い> 
成果 2の活動を通じて、C/Pの地すべりに関するモニタリング・分析・施工監理の能力が

向上した。斜面崩壊対策の対応に時間を取られ、地すべりの設計を共同で実施する時間が不

足したことから、設計に関する実践的な研修を本事業の終了時までに実施することが予定さ

れている。パイロットサイトの対策工は地すべりのリスクを軽減しただけではなく、土砂災

害対策に関する大学教育にも活用されている。 

  (3) 成果 3: 斜面崩壊対策のための設計能力が強化される。 

指標 結果 
パイロットサイトにおける斜面崩壊対策工の実施に関する活動報告書の数 1 

 
活動 進捗及び成果 

3.1 パイロットサイトで
の斜面崩壊のモニタ

リング及び評価を行

う。 
[進捗状況：完了] 

2014 年 10 月と 12 月、パイロットサイトで新たな表層崩壊が発生
した。日本人専門家と C/Pは災害発生後に現地調査を実施し、斜面
崩壊の発生要因や雨期の災害特性について共通認識をもった。 

3.2 パイロットサイトで
の斜面崩壊対策のた

めの設計及び事業費

の積算を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本人専門家は斜面崩壊の対策工の内容に関して複数のシナリオ

を基に C/Pと時間をかけて議論を行った。この議論を通じて、斜面
の安定計算、法枠工、鉄筋挿入工、アンカー工などの技術移転が行

われた。この技術的な知見は、同じサイト内で別の JICAスキーム
で実施されている斜面対策工建設において、近隣住民にとって最適

な工法を選定するのに活用された。。設計結果は調査設計報告書に

まとめられ、C/P内で共有された。C/Pの設計担当職員はこの活動
を通じて得た知識に関してプレゼンテーションを複数回行い、他の

職員と共有した。 
 
設計の技術移転における主要な成果の一つは逆算による土質定数

の設定を行う方法の共有である。C/P職員の安定計算は土質定数の
設定が崩壊地近傍の同様の土質を用いて行った土質試験結果に基
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[進捗状況：完了] 

づいていた。このため、実際の斜面の安全率がほぼ安定であること

を示す Fs≒1.0であるにも関わらず、極端に低い安全率となるなど、
正確に反映されていなかった。そこで安定計算時に、地質・土質も

考慮したうえで、現状の安全率を反映することが重要であることを

説明し、逆算による土質定数の設定を行う方法を技術移転し、現状

の安全率が反映されるようになった。 
事業費については工法比較検討の過程で算出された。対策工として

は日本式法枠工が選択されたが、既述のとおりスリランカの業者で

は施工できないため、最終的には斜面崩壊の対策工は実施されない

こととなった。 
 

<成果 3の総合評価: 高い> 
斜面崩壊の対策工は本事業の範囲からは外されることとなったため（活動 1.4 参照）、す

べての活動は中間レビュー評価調査までに完了した。成果 3の主な成果は斜面崩壊の設計に
関する技術移転であり、その知識は C/P間で十分に共有され、同じサイトでの他の事業に活
用されている。 

  (4) 成果 4: 落石対策のための設計、施工監理及びモニタリングの能力が強化される。 

指標 結果 
パイロットサイトにおける落石対策工の実施に関する活動報告書の数 227 

 

活動 進捗及び成果 
4.1 パイロットサイトで
の落石のモニタリン

グ及び評価を行う。 
 
4.2 パイロットサイトで
の落石対策のための

設計及び事業費の積

算を行う。 
 
4.3 パイロットサイトで
の落石対策のための

入札書類を作成する。 
 
4.4 パイロットサイトで
の落石対策のための

これらの活動は中間レビューまでに終了した。 
 
この対策工（落石防護工）は、本事業のパイロットサイトでは石を

割る作業が必要だったため、建設コストが比較的高くなったが、石

を割る必要がない場所では、建設経費が本パイロット工事より少な

くなると予想される。 
 
対策工の設計に関しては、活動 2.2と同じ理由（成果 3の影響）に
より設計の技術移転のための十分な時間が確保できず、日本人専門

家が設計し、設計内容を C/Pに説明した。したがって、設計分野の
技術移転を強化するために、2018 年 3 月か 4 月に対策工の設計に
関する実践的なワークショップが実施される予定である。 

                                                         
7 この数値は入札書類を含む入札評価 1 カ所分、日本人専門家による施工監理報告 15 回分、NBRO マータレ事務所による施
工監理報告 5回分、完了報告 1カ所分の合計である。 
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入札書類の評価及び

施工業者の調達を行

う。 
[進捗状況：完了] 

4.5 パイロットサイトで
の落石対策のための

施工監理を行う。 
 
 

[進捗状況: 完了] 

地すべり対策工の施工監理（活動 2.5）同様、施工中は TCLMP ア
シスタントと C/Pのサイトエンジニアが現場を監督した。サイトエ
ンジニアは、現場に常駐していないことが時折あったが、中間レビ

ュー評価の提言に従って、2016年 12月以降は常駐した。日本人専
門家は毎月 1－2日程度現場を訪れ、施工監理に関する指導をサイ
トエンジニアと TCLMPアシスタントに行った。 

4.6 パイロットサイトで
の落石対策の工事完

了報告書を作成する。 
[進捗状況: 実施予定] 

この活動は事業終了までに実施予定である。 

 
<成果 4の総合評価: 比較的高い> 
成果 4の活動を通じて、C/Pの落石対策の施工監理に関する能力が向上したが、設計に関

する技術移転はさらに強化する必要がある。設計に関しては、本事業の終了時までに準備予

定の対策工に関するマニュアル（活動 5.1）と、マニュアルを用いた研修（現場視察を含む）
（活動 5.2）の中に含まれる予定である。これらの活動により、C/P の設計能力がさらに強
化されることが期待される。 

  (5) 成果 5: 土砂災害軽減対策（非構造物対策を含む）の知識とノウハウが改善される。 

指標 結果 

1. 土砂災害対策の設計及び施工監理に係る技術基準やマニュアル並びに土地
利用規制、早期警報及びリスク情報伝達を取り纏めた資料等の数 

未実施 

2. セミナー/ワークショップへの参加人数 978 

 
活動 進捗及び成果 

5.1 土砂災害の構造
物対策について

の既存ガイドラ

インと技術マニ

ュアルのレビュ

ー及び更新を行

う。 
[進捗状況: 継続中] 

LDPP では地すべりの対策工に関する基本的なマニュアルを準備中であ
ることから、活動 5.1 では本事業から得られた教訓を含む、補完的な内
容のマニュアルの作成を予定している。同マニュアルは日本人専門家が

草案を作成し、C/Pによって最終化される予定である。 

5.2 土砂災害の構造
物対策について

の改定されたガ

上記のマニュアルを用いた土砂災害対策工の研修が 2018年 3月または 4
月に予定されている。同研修では、講義・現場視察・設計ソフトウェア

を用いた実習を含む実践的な研修になる予定である。 
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入札書類の評価及び

施工業者の調達を行

う。 
[進捗状況：完了] 

4.5 パイロットサイトで
の落石対策のための

施工監理を行う。 
 
 

[進捗状況: 完了] 

地すべり対策工の施工監理（活動 2.5）同様、施工中は TCLMP ア
シスタントと C/Pのサイトエンジニアが現場を監督した。サイトエ
ンジニアは、現場に常駐していないことが時折あったが、中間レビ

ュー評価の提言に従って、2016年 12月以降は常駐した。日本人専
門家は毎月 1－2日程度現場を訪れ、施工監理に関する指導をサイ
トエンジニアと TCLMPアシスタントに行った。 

4.6 パイロットサイトで
の落石対策の工事完

了報告書を作成する。 
[進捗状況: 実施予定] 

この活動は事業終了までに実施予定である。 

 
<成果 4の総合評価: 比較的高い> 
成果 4の活動を通じて、C/Pの落石対策の施工監理に関する能力が向上したが、設計に関

する技術移転はさらに強化する必要がある。設計に関しては、本事業の終了時までに準備予

定の対策工に関するマニュアル（活動 5.1）と、マニュアルを用いた研修（現場視察を含む）
（活動 5.2）の中に含まれる予定である。これらの活動により、C/P の設計能力がさらに強
化されることが期待される。 

  (5) 成果 5: 土砂災害軽減対策（非構造物対策を含む）の知識とノウハウが改善される。 

指標 結果 

1. 土砂災害対策の設計及び施工監理に係る技術基準やマニュアル並びに土地
利用規制、早期警報及びリスク情報伝達を取り纏めた資料等の数 

未実施 

2. セミナー/ワークショップへの参加人数 978 

 
活動 進捗及び成果 

5.1 土砂災害の構造
物対策について

の既存ガイドラ

インと技術マニ

ュアルのレビュ

ー及び更新を行

う。 
[進捗状況: 継続中] 

LDPP では地すべりの対策工に関する基本的なマニュアルを準備中であ
ることから、活動 5.1 では本事業から得られた教訓を含む、補完的な内
容のマニュアルの作成を予定している。同マニュアルは日本人専門家が

草案を作成し、C/Pによって最終化される予定である。 

5.2 土砂災害の構造
物対策について

の改定されたガ

上記のマニュアルを用いた土砂災害対策工の研修が 2018年 3月または 4
月に予定されている。同研修では、講義・現場視察・設計ソフトウェア

を用いた実習を含む実践的な研修になる予定である。 
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イドラインと技

術マニュアルを

用いた研修を実

施する。 
[進捗状況:実施予定] 

5.3 土砂災害の構造
物対策及び非構

造物対策につい

てのセミナー及

びワークショッ

プを開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下のセミナーやワークショップを通じて、土砂災害に対する構造物・

非構造物対策に関する技術的な知識が C/P や関係者と共有された。終了
時評価までに実施されたセミナーやワークショップの参加者合計は 978
名である。 

表 3．セミナー・ワークショップ開催実績（単位：人） 

開催日 テーマ 参加
者数 

2015  
12.8 情報管理 52 
2016  
1.12-14 日本における土地利用規制のための地すべり調査 

日本の土砂災害早期警報の概要 
(1) 日本の災害管理改善メカニズム 
(2) 日本における災害対応の事例紹介-門島の地すべ
り- 

(3) 土砂災害対応の事例紹介 
(4) 日本の災害対応に関する変異測定と避難勧告‐
門島の地すべりを事例として‐  

118 

1.25 図上訓練の紹介と防災文化の制度化に関する日本の
経験 70 

8.30-9.1 (1) 土石流とは何か 
(2) 日本の土砂災害防止法に基づいたイエローゾー
ン（土砂災害警戒区域）の設定方法の概要 

172 

10.12 中間レビューまでの本事業の活動の概要と、本事業
を通じて明らかになった課題に関する講義 17 

12.6-7 (1) 本事業の地質調査と観測データの解析  
(2) 本事業の対策工の設計と施工監理  

(NBROシンポジウム 2016にて発表) 
372 

2017  
1.23-25 (1) スリランカにおける土砂災害警戒区域（イエロ

ーゾーン）設定の演習 
(2) 土石流シミュレーション演習 

8 

1.27 (1) 土砂災害に対する早期警戒と有効な避難方法 
(2) 日本における土砂災害警戒区域の紹介とスリラ
ンカでの適用 

69 

2.21 (1) 日本の土砂災害対策とリスク評価手法 
(2) 通信技術を用いた土砂災害警戒態勢 
(3) 本事業における非構造物対策の取り組みと提言 
(4) 本事業における構造物対策の取り組みと提言 
(5) キャンディでの日本式法枠普及実証事業の実施
状況 

100 

参加者合計 978 
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[進捗状況: 継続中] 

NBROシンポジウム 2017が 2017年 12月に開催予定であり、本事業の成
果が C/P の地方事務所の本事業担当者によって発表されることになって
いる。2016年の同シンポジウムでは日本人専門家のみによって本事業の
成果が発表されたことから、C/P 職員による発表は技術移転が進んでい
ることを示している。 

5.4 土砂災害軽減の
ための土地利用

規制について関

係者で協議す

る。 
 
 
 
 
 

[進捗状況: 完了] 

上記セミナーとワークショップを通じて、土砂災害軽減のための土地利

用規制についての協議が実施された。特に 2017年 1月に実施された第 3
回短期専門家セミナーでは、日本での土石流のイエローゾーン設定に基

づいた土地利用規制について協議された。現在の C/P の地すべりリスク
地図は土砂災害の発生地点に焦点が当たっている。日本の方法では、土

石流の下流の影響範囲も考慮しているため、将来的に土砂災害のリスク

軽減に効果的である。C/P はこのワークショップを通じて土石流の流路
のシミュレーションを実施し、地図の一部を更新した。リスクマッピン

グについては他ドナーも別のソフトウェアを C/P に紹介していることか
ら、比較検討のうえで 2017年末までに最適な方法が決定され、地図全体
の更新に使用される予定である。  

5.5 土砂災害対策を
目的とした土地

利用規制に関し

て、日本の知見

の紹介とスリラ

ンカにおける取

組の改善策に関

する基本方針等

を取り纏めた資

料を作成する。 
[進捗状況:実施予定] 

上記のセミナーやワークショップのために用意された土地利用規制に関

する資料は、事業終了までに今後の参考資料としてとりまとめられる予

定である。 

5.6 土砂災害軽減の
ための早期警報

及びリスク情報

伝達について日

本の知見を生か

しつつ、関係者

で協議する。 
[進捗状況: 完了] 

2014 年 10 月にバドゥッラ県コスランダで大規模な地すべりが発生した
際、日本人専門家は C/P 及び防災管理センター（Disaster Management 
Centre：DMC）とともに災害応急対応タイムライン調査を実施した。本
調査の目的は被災コミュニティを含む各関係者の対応を追う事により課

題を洗い出し、提言を通じて緊急対応の改善に寄与することである。本

調査の結果により、被災コミュニティに住む人々は C/P が発した警報に
気づいておらず、早期警報システムを強化する必要性が明らかになった。

この時の経験とC/Pの担当者が JICAの防災の課題別研修に参加したこと
により、C/P 内でコミュニティ防災プログラムが促進されることとなっ
た。 

5.7 土砂災害対策を
目的とした早期

警報及びリスク

情報伝達に関し

上記のセミナーやワークショップのために用意された早期警報と土砂災

害対策のためのリスク情報の伝達に関する資料は、事業終了までに今後

の参考資料としてとりまとめられる予定である。 
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[進捗状況: 継続中] 

NBROシンポジウム 2017が 2017年 12月に開催予定であり、本事業の成
果が C/P の地方事務所の本事業担当者によって発表されることになって
いる。2016年の同シンポジウムでは日本人専門家のみによって本事業の
成果が発表されたことから、C/P 職員による発表は技術移転が進んでい
ることを示している。 

5.4 土砂災害軽減の
ための土地利用

規制について関

係者で協議す

る。 
 
 
 
 
 

[進捗状況: 完了] 

上記セミナーとワークショップを通じて、土砂災害軽減のための土地利

用規制についての協議が実施された。特に 2017年 1月に実施された第 3
回短期専門家セミナーでは、日本での土石流のイエローゾーン設定に基

づいた土地利用規制について協議された。現在の C/P の地すべりリスク
地図は土砂災害の発生地点に焦点が当たっている。日本の方法では、土

石流の下流の影響範囲も考慮しているため、将来的に土砂災害のリスク

軽減に効果的である。C/P はこのワークショップを通じて土石流の流路
のシミュレーションを実施し、地図の一部を更新した。リスクマッピン

グについては他ドナーも別のソフトウェアを C/P に紹介していることか
ら、比較検討のうえで 2017年末までに最適な方法が決定され、地図全体
の更新に使用される予定である。  

5.5 土砂災害対策を
目的とした土地

利用規制に関し

て、日本の知見

の紹介とスリラ

ンカにおける取

組の改善策に関

する基本方針等

を取り纏めた資

料を作成する。 
[進捗状況:実施予定] 

上記のセミナーやワークショップのために用意された土地利用規制に関

する資料は、事業終了までに今後の参考資料としてとりまとめられる予

定である。 

5.6 土砂災害軽減の
ための早期警報

及びリスク情報

伝達について日

本の知見を生か

しつつ、関係者

で協議する。 
[進捗状況: 完了] 

2014 年 10 月にバドゥッラ県コスランダで大規模な地すべりが発生した
際、日本人専門家は C/P 及び防災管理センター（Disaster Management 
Centre：DMC）とともに災害応急対応タイムライン調査を実施した。本
調査の目的は被災コミュニティを含む各関係者の対応を追う事により課

題を洗い出し、提言を通じて緊急対応の改善に寄与することである。本

調査の結果により、被災コミュニティに住む人々は C/P が発した警報に
気づいておらず、早期警報システムを強化する必要性が明らかになった。

この時の経験とC/Pの担当者が JICAの防災の課題別研修に参加したこと
により、C/P 内でコミュニティ防災プログラムが促進されることとなっ
た。 

5.7 土砂災害対策を
目的とした早期

警報及びリスク

情報伝達に関し

上記のセミナーやワークショップのために用意された早期警報と土砂災

害対策のためのリスク情報の伝達に関する資料は、事業終了までに今後

の参考資料としてとりまとめられる予定である。 
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て、日本の知見

の紹介とスリラ

ンカにおける取

組の改善策に関

する基本方針等

を取り纏めた資

料を作成する。 
[進捗状況: 実施予定] 

 
<成果 5の総合評価: 比較的高い> 
成果 5 の活動の半分は終了時評価以降に実施予定であるが、成果 5 の活動として土砂災

害対策（構造物対策・非構造物対策）のセミナーやワークショップが C/Pや JICAの専門家
によって実施された。土石流やイエローゾーンの設定に関するワークショップは好評で、

C/P作成のハザードマップの質の向上を促進することとなった。このマップは土地利用規制
や早期警報にとって非常に重要である。事業終了までに土砂災害対策の対策工に関するマニ

ュアル（特に設計と施工監理）が準備され、マニュアルを用いた研修が実施予定である。こ

れにより土砂災害の対策工に関する C/P の知識とノウハウの移転がさらに強化されること
が期待される。 

３－３ プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標 
パイロットサイトでのスリランカ国に適用可能な日本の技術や他国の技術

を活用した土砂災害軽減対策を通じて C/Pの土砂災害管理能力が向上する。 

指標 
パイロットサイトにおいて C/Pが設計・監理・モニタリングをより高度な方
法で実施した土砂災害対策工の数 

 
パイロットサイトにおけるすべての対策工の建設が終了し、技術移転を通じて C/Pは調査・分

析・モニタリング・施工監理に関する能力を向上させていることから、土砂災害管理能力は強化

されたと考えられる。 

対策工の設計に関する技術移転は終了時評価時点では十分ではないが、設計に関する実践的な

研修が 2018年 3月または 4月に計画されている。事業終了までに、本事業により得られた教訓を
まとめたマニュアルが準備され、そのマニュアルを用いた研修を実施する予定である。これによ

り、対策工の施工監理等の能力もさらに強化されると期待される。 

結論として、事業終了までに計画中の研修がすべて実施されれば、プロジェクト目標は達成さ

れる可能性が高い。 
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３－４ 上位目標の達成見込み 

上位目標 対象地域の土砂災害が減少する。 

指標 2017年-2020年の土砂災害の発生件数 
 
中間レビューにおいて、スリランカ・日本は双方ともに上位目標を本事業の成果に関連した指

標に変更することに同意した。中間レビュー評価団は上位目標の指標の修正を提言したものの、

合同調整委員会（以下、「JCC」という。）は中間レビュー以降開催されていないため、指標を修
正した新しい PDM は終了時評価までに承認されていない。将来の土砂災害の発生件数は予測不

可能であることから、現在の上位目標の指標（2017 年-2020 年の土砂災害の発生件数）は測定で
きない。したがって、上位目標の達成見込みは測定できない。 

一方で、本事業はパイロット事業の施工を通じた C/P の能力強化を目的としていることから、
長期的な成果として C/Pが本事業で得た知識や技術を他の土砂災害対策工に活用することを期待
するのは自然な流れと考えられる。現在の PDM（第 2版）には明確に記されていないものの、こ
れをプロジェクト終了後の長期的な目標とするべきである。 

３－５ 実施プロセス 

  (1) モニタリング 

本事業の第 1期（2014年 10月-2016年 1 月）では、地質調査、設計、観測と解析に関す
る活動は主にメールや日本人専門家の派遣によってモニタリングされていた。第 2期（2016
年 4 月-2017 年 8 月）では、TCLMP アシスタントや C/P の現場担当が施工現場に概ね毎日
常駐し、工事の進捗と業者の提出する日報を確認した。日本人専門家も施工現場を毎月 1-2
日間訪問し、進捗確認と施工監理に関する指導を行った。また、対策工の建設期間中は、月

報・四半期報告書が業者から C/P及び JICAに提出された。 

  (2) 活動の進捗 

第 1期では、成果 3（斜面崩壊対策）の問題を解決するために活動が遅延し、事業期間が
1年間延長された。中間レビュー以降、施工不良等の予期せぬ出来事のために対策工の建設
期間は延長されたものの、もともとある程度の遅延を見込んだ余裕のあるスケジュールであ

ったため、事業期間自体の延長は行われなかった。 

  (3) コミュニケーション 

C/Pと日本人専門家のコミュニケーションは良好である。中間レビュー時点では、TCLMP
アシスタントと業者間、また日本人専門家・C/P本部と現場とのコミュニケーションは必ず
しもスムーズではなかった。中間レビューの「コミュニケーションの改善」に関する提言に

基づいて、C/P のサイトエンジニア・TCLMP アシスタント・業者による「毎日の現場での
ミーティング」はほぼ毎日業務開始前に実施された。また月例進捗会議は 2016年 11月から
施工完了までほぼ毎月実施された。関係者間で直面している課題について直接協議できる場

は、コミュニケーションの改善だけでなく、各サイトで得られた教訓を共有するうえでも効

果的であった。 
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て、日本の知見

の紹介とスリラ

ンカにおける取

組の改善策に関

する基本方針等

を取り纏めた資

料を作成する。 
[進捗状況: 実施予定] 

 
<成果 5の総合評価: 比較的高い> 
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３－４ 上位目標の達成見込み 

上位目標 対象地域の土砂災害が減少する。 

指標 2017年-2020年の土砂災害の発生件数 
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標に変更することに同意した。中間レビュー評価団は上位目標の指標の修正を提言したものの、

合同調整委員会（以下、「JCC」という。）は中間レビュー以降開催されていないため、指標を修
正した新しい PDM は終了時評価までに承認されていない。将来の土砂災害の発生件数は予測不

可能であることから、現在の上位目標の指標（2017 年-2020 年の土砂災害の発生件数）は測定で
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年 4 月-2017 年 8 月）では、TCLMP アシスタントや C/P の現場担当が施工現場に概ね毎日
常駐し、工事の進捗と業者の提出する日報を確認した。日本人専門家も施工現場を毎月 1-2
日間訪問し、進捗確認と施工監理に関する指導を行った。また、対策工の建設期間中は、月
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期間は延長されたものの、もともとある程度の遅延を見込んだ余裕のあるスケジュールであ

ったため、事業期間自体の延長は行われなかった。 

  (3) コミュニケーション 

C/Pと日本人専門家のコミュニケーションは良好である。中間レビュー時点では、TCLMP
アシスタントと業者間、また日本人専門家・C/P本部と現場とのコミュニケーションは必ず
しもスムーズではなかった。中間レビューの「コミュニケーションの改善」に関する提言に

基づいて、C/P のサイトエンジニア・TCLMP アシスタント・業者による「毎日の現場での
ミーティング」はほぼ毎日業務開始前に実施された。また月例進捗会議は 2016年 11月から
施工完了までほぼ毎月実施された。関係者間で直面している課題について直接協議できる場

は、コミュニケーションの改善だけでなく、各サイトで得られた教訓を共有するうえでも効

果的であった。 
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  (4) オーナーシップと参加 

C/Pの本事業に関するオーナーシップは概して高い。C/P職員は管理職・技術職ともに積
極的に本事業に参加している。C/P職員は熱心に新しい知識や技術を学び、学んだことは積
極的に業務に活用している。
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第４章 5項目評価による評価結果8 

４－１ 妥当性 

本事業の妥当性は比較的高い。 

（a）スリランカの防災プログラムとの一致 
a-1. 国内政策・計画との一致 
本事業はスリランカ政府の「スリランカ国家防災計画 2013-2017」と「スリランカ包括的防

災プログラム 2014-2018」の趣旨と一致している。「防災計画」の活動 3-2 は“NBROによる地
すべりハザードマップ（の作成）”であり、本事業はこの地図の向上に関する知識と技術を共

有することでこの計画に貢献している。また「防災プログラム」は「減災と災害リスクの軽減

主流化」を優先戦略の一つとしているが、本事業は同戦略の主な成果の一つである“地すべりと
落石の高リスク地区における斜面の安定化”に対策工の設置と C/P の能力強化の面から貢献し
ている。また災害管理省（MDM）・NBRO・気象局・DMCや他の政府機関と協議して作成され
た「スリランカ防災ロードマップ」では、“地すべりのリスク軽減のための効果的な投資の重要
性”について強調している。本事業は地すべりのリスクを軽減するための構造物対策・非構造

物対策を技術移転の対象とすることで、スリランカ政府の地すべりリスク軽減のための効果的

な投資に貢献することができる。 

a-2. スリランカ政府が推進する国際的な政策・計画との一致 
本事業はまたスリランカ政府が推進している「仙台防災枠組 2015-2030」との関連性が高く、

C/P の観測・分析能力を高めることと、土砂災害の高リスク地区に対策工を設置することで、
同枠組の第 1 と第 3 の優先行動（“災害リスクの理解”と“レジリエンスのための災害リスク
軽減への投資”）に貢献することができる。 

さらに本事業は「持続可能な開発目標（SDGs）」とも合致している。同目標のゴール 11（都
市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする）のターゲットの一つ（11.b）は
“2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靭さを目指す総合
政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、「仙台防災枠組

2015-2030」に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。”で
ある。本事業では、都市や人間居住地の土砂災害リスクに対する理解を向上させ、災害リスク

軽減と強靭さを目指す政策・計画に貢献することで、このターゲットの達成に貢献することが

できる。 

（b）ターゲット・グループ及び受益者ニーズとの一致 
C/P は土砂災害に関する早期警報の発出と土砂災害対策の実施に関し重要な役割を果たして

いる。本事業は C/Pの使命（災害リスク軽減に関する技術的なサービスの提供）と十分合致し
ており、土砂災害対策能力の強化によりそのニーズと合致している。 

                                                         
8 評価 5項目は、「高い」「比較的高い」「中程度」「比較的低い」「低い」の 5 段階で判断した。 



－ 21 －

 

－21－ 

第４章 5項目評価による評価結果8 

４－１ 妥当性 

本事業の妥当性は比較的高い。 

（a）スリランカの防災プログラムとの一致 
a-1. 国内政策・計画との一致 
本事業はスリランカ政府の「スリランカ国家防災計画 2013-2017」と「スリランカ包括的防

災プログラム 2014-2018」の趣旨と一致している。「防災計画」の活動 3-2 は“NBROによる地
すべりハザードマップ（の作成）”であり、本事業はこの地図の向上に関する知識と技術を共

有することでこの計画に貢献している。また「防災プログラム」は「減災と災害リスクの軽減

主流化」を優先戦略の一つとしているが、本事業は同戦略の主な成果の一つである“地すべりと
落石の高リスク地区における斜面の安定化”に対策工の設置と C/P の能力強化の面から貢献し
ている。また災害管理省（MDM）・NBRO・気象局・DMCや他の政府機関と協議して作成され
た「スリランカ防災ロードマップ」では、“地すべりのリスク軽減のための効果的な投資の重要
性”について強調している。本事業は地すべりのリスクを軽減するための構造物対策・非構造

物対策を技術移転の対象とすることで、スリランカ政府の地すべりリスク軽減のための効果的

な投資に貢献することができる。 

a-2. スリランカ政府が推進する国際的な政策・計画との一致 
本事業はまたスリランカ政府が推進している「仙台防災枠組 2015-2030」との関連性が高く、

C/P の観測・分析能力を高めることと、土砂災害の高リスク地区に対策工を設置することで、
同枠組の第 1 と第 3 の優先行動（“災害リスクの理解”と“レジリエンスのための災害リスク
軽減への投資”）に貢献することができる。 

さらに本事業は「持続可能な開発目標（SDGs）」とも合致している。同目標のゴール 11（都
市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする）のターゲットの一つ（11.b）は
“2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靭さを目指す総合
政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、「仙台防災枠組

2015-2030」に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。”で
ある。本事業では、都市や人間居住地の土砂災害リスクに対する理解を向上させ、災害リスク

軽減と強靭さを目指す政策・計画に貢献することで、このターゲットの達成に貢献することが

できる。 

（b）ターゲット・グループ及び受益者ニーズとの一致 
C/P は土砂災害に関する早期警報の発出と土砂災害対策の実施に関し重要な役割を果たして

いる。本事業は C/Pの使命（災害リスク軽減に関する技術的なサービスの提供）と十分合致し
ており、土砂災害対策能力の強化によりそのニーズと合致している。 

                                                         
8 評価 5項目は、「高い」「比較的高い」「中程度」「比較的低い」「低い」の 5 段階で判断した。 



－ 22 －

 

－22－ 

また上述の「スリランカ防災ロードマップ」で指摘されているように、地球温暖化と人口増

加により災害被災者の数は増加しつつあり、スリランカを襲う様々な災害の中でも地すべりに

よる死者・行方不明者が最も多いことから、地すべりを対象とすることは受益者のニーズに合

致している。 

またパイロットサイトはスリランカ側が提案した 16 カ所から 4 カ所が選定されており、ス
リランカ側のニーズを満たしている。しかしながら本事業実施後に、事業予算の効率的・効果

的な活用のためには、パイロットサイトの最終選定の前に土壌の状態に関する追加調査が必要

であったことが明らかになった。 

（c）日本の援助政策との一致 
我が国のスリランカに対する「国別援助方針（2013年 6月策定）」では、「脆弱性の軽減」を

優先分野の一つとしており、防災支援の必要性について明記している。したがって、本事業は

日本の援助政策とも関連性が高い。 

（d）プロジェクト・デザインの妥当性 
2013年 9-10月に実施された詳細計画策定調査は、時間的な制約のため 16カ所の候補地から

4 カ所を選定することに焦点を当てざるを得なかった。結果として、（1）予期しない地質状況
のために斜面対策工の施工を断念し、その結果、斜面崩壊対策の技術移転範囲を縮小、そして

（2）この問題の対応のための長期間の議論は、事業の遅延と地すべり対策と落石対策の設計
の技術移転への時間を制限することとなった。  

さらに、地すべり対策工のパイロットサイト 2 カ所で発生した施工不良から、C/P が全く経
験のない新しい知識や技術を移転する際は、経験豊富な専門家による継続的な監督が重要であ

ることが明らかになった。日本人専門家はパイロットサイトを毎月 1-2 日訪れたものの、施工
監理の技術移転としては不十分であった。 

本事業の目的は C/Pの対策工に関するソフト面（調査、観測、設計と施工監理）での能力強
化である一方で、パイロットサイトが 4カ所あることから、プロジェクト予算や規模から考え
て比較的多大な予算が対策工の工事（約 6,130 万円）に割り当てられた。これは施工監理のた
めの予算を制限することとなった。 

４－２ 有効性 

本事業の有効性は比較的高い。 

（a）プロジェクト目標の達成見込み 
本事業を通じて、C/P は地質調査・地すべりの観測・分析・施工監理の能力を強化した。設

計の技術移転を強化する必要があるものの、設計に関しては本事業終了までに実践的な研修が

予定されている。さらに、土砂災害の対策工に関するマニュアル（特に設計と施工監理につい

て）の準備と、マニュアルを用いた研修が計画されている。これらの研修は C/Pの設計と施工
監理の能力をさらに強化することが期待される。 
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したがって、プロジェクト終了までに計画されている設計に関する研修と、対策工に関する

マニュアルを用いた研修が実施されれば、プロジェクト目標は達成される可能性が高い。 

（b）中間レビューの提言のフォローアップ状況 
下表のとおり、中間レビューの提言はある程度実施された。 

表 4．中間レビューの提言の実施状況 

提言 結果 

PDMの改定 
終了時評価までに JCCが開催されていないため、PDMは
改定されていない。PDMの改定は終了時評価終了後に開
催される第 3回 JCCにおいて実施される予定。 

計画外の施工を防ぐ対策 

1) 「各パイロットサイトに最低一人の現場監督者の配
置」は 2016年 12月以降建設完了まで実施された。 

2) 「建設計画からの変更の際の事前承認」はおおむね実
施された。 

コミュニケーションの改善 施工現場での毎日のミーティングと関係者間の毎月のミ

ーティングはほぼ実施された。 

落石と地すべり対策工の設

計における技術移転の強化 

中間レビュー以降、日本人専門家によって対策工に関す

るプレゼンテーション（設計に関する情報を含む）が 2
回実施された。本事業終了までに設計に関する実践的な

研修が実施予定である。 
 

（c）因果関係 
プロジェクト目標達成に必要な要素はすべて成果に含まれており、成果の達成からプロジェ

クト目標達成への繋がりに大きな問題はない。 

４－３ 効率性 

本事業の効率性は比較的高い。 

（a）日本人専門家の派遣実績 
2017年 8月末時点で 17名の日本人専門家がスリランカに計 29回（1,339日）派遣され、C/P

職員への技術指導を実施し、C/Pの能力強化に寄与した。2014年にコスランダ地区において大
規模な地すべりが発生した際は、日本人専門家の派遣を 1 カ月増加し、C/P や DMC に対して
ヘリコプターによる空撮調査やタイムライン調査に関する技術指導を実施した。これは空撮調

査の技術移転やコミュニティ防災の重要性の啓蒙に繋がった。 

他方、パイロット 2地区における施工不良は、日本人専門家の施工現場への派遣日数が不足
していることを示唆している。また、長期専門家は基本的に成果 5 の活動の一部（活動 5.3・
5.4・5.6）を主に担当しており、投入（893日）に対し十分な活用がなされたとは言い難い。 

（b）機材供与 
供与機材はプロジェクト目標の達成に貢献した。ボーリングマシンと観測機材はよく活用さ

れ、C/P の地質調査・観測・分析に関する能力強化に貢献している。ボーリングマシンは C/P
による他の土砂災害対策工に十分に活用されており、2018年 12月までに 24カ所で活用予定で
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また上述の「スリランカ防災ロードマップ」で指摘されているように、地球温暖化と人口増

加により災害被災者の数は増加しつつあり、スリランカを襲う様々な災害の中でも地すべりに
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（a）プロジェクト目標の達成見込み 
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したがって、プロジェクト終了までに計画されている設計に関する研修と、対策工に関する
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ある。またコンプレッサーも既述のキャンディ県での斜面崩壊対策工（JICA の別事業で実施）
を含め、2018年 10月までに NBROによる 21件の土砂災害対策工に活用予定である。 

（c）現地活動費 
JICAとC/Pはそれぞれ本事業を実施するための費用を負担しており（「３－１ 投入の実績」

参照）、終了時評価時点で投入額は十分であり、特に問題は見受けられない。 

（d）本邦研修 
本邦研修参加者 10 名の内 1 名が既に離職しているものの、残り 9 名は C/P 機関に継続して

勤務している。聞き取り調査によると研修で得た知識や技術（濾過排水やコミュニティ防災プ

ログラム等）を日常業務に活用しており、所期の成果の発現に貢献した。 

（e）C/Pの人員配置 
土質工学試験部のほとんどの職員が地質調査・観測・分析に関わっており、その知識は若手

職員も含めて部署内で共有されていることから、これらの活動分野における C/Pの人員配置に
問題はない。施工監理に関しては C/Pの職員 2名（サイトエンジニアとサイエンティスト）が
現場ごとに担当者として配置され、その知識と経験は当該事務所内と、本部の地すべり調査危

機管理部の一部職員の間で現地視察や月例進捗会議を通じて共有されている。施工監理に関わ

っている職員数は限定的であるため、この知識を組織内で共有するためにマニュアルを用いた

研修（現場視察を含む）が実施予定である。 

４－４ インパクト 

本事業のインパクトは高い。 

（a）上位目標の達成見込み 
「３－４ 上位目標の達成見込み」に既述のとおり、土砂災害の発生件数が対象地域で減少

するかどうかは予測不可能である。したがって、上位目標の達成見込みは判断できない。計測

可能で、本事業の成果と関連の深い指標に修正するために、上位目標を変更する必要がある。 

本事業の長期目標を、「本事業のパイロット工事を通じて移転された知識と技術を、C/Pが他
の対策工に活用すること」とするならば、その効果は終了時評価までに発現している。 

（b）その他のインパクト 
終了時評価までに本事業による正のインパクトが以下のとおり発現している。  

➢ UAVを用いた地形調査の導入 
➢ パイロットサイトの大学教育への活用 
➢ 不安定な斜面の安定化による、対策工周辺コミュニティの地すべりリスクの軽減 
➢ 本事業に関わった業者の能力向上 

 

本事業による負の効果は観察されていない。 

４－５ 持続性 

本事業の持続性は比較的高いと考えられる。 
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 政策／制度的観点 
本事業の政策的・制度的持続性は高い。 
本事業開始以来、関連政策の状況に変化はない。「スリランカ国家防災管理計画 2013-2017」は

終了時評価時点で更新準備中であるが、災害管理省に派遣されている JICA の長期専門家による
と、同計画の基本的な方向性に大きな変化はなく、早期警報と土地利用規制の重要性はより高ま

るとみられている。また、現在草案が用意されている C/Pに関する新しい法案（National Building 
Research Institute Act）が制定された場合、本事業を取り巻く政策的な環境は向上することが予想
される。というのも、この法案が成立した場合、C/P は災害に脆弱な地域の研究を促進し、それ
らの地域における建設や開発事業を規制し、関連する技術支援を提供する法的な権限を得ること

になるからである。本事業の成果に負の影響を与えうる制度的な変化は予期されていない。 

 財政的／組織的観点 
本事業の財政的・組織的持続性は高い。 
下表のとおり、C/P の総収益は過去 4 年間（2013 年-2016 年）継続して増加している。地すべ

り対策予算は 2016 年度に減少しているものの、2013 年より増加傾向にある。また C/P は政府の
補助金のみに収入を頼っているわけではなく、試験やコンサルティング業務による収益があり、

この収入も増加している。以上から、C/Pの財政的な持続性が高まっているといえる。 

表 5. NBROの収入実績 (単位: 百万ルピー) 

 2013年 2014年 2015年 2016年 
総収益 262 415 619 681 

地すべり対策予算 29 200 272 174 
試験とコンサルタント業務からの収入 166 201 311 353 

 

人的資源に関しては、職員数（掃除等の支援業務従事者を除く）は過去 4年間で 105名（2013
年）から 153（2016年）と増加傾向にある。本事業の実施に中心的な役割を果たしている職員は
終了時評価時点でも C/P機関に継続して勤務しており、本邦研修者 1名と地方事務所の 2名が離
職したが、本事業の成果達成に関する影響は最小限に留まっている。 

 技術的観点 
技術的持続性は比較的高い。 
終了時評価時点における分野別技術移転の状況は下表のとおり。 

表 6．終了時評価時点における分野別技術移転の状況 

技術移転の分野 
技術的 
持続性 

終了時評価時点の状況 

地質調査、観測、

解析 
高い 

土質工学試験部の大半の職員は地質調査・観測・解析に関わり、

部署内でその知識や経験をよく共有している。 

設計 比較的高い 
C/P 職員は斜面崩壊対策工の設計に直接関わっており、設計に
関する知識は報告書やプレゼンテーションを通じて共有され、

キャンディ県での同じサイトでの斜面崩壊対策工建設事業に活
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技術移転の分野 
技術的 
持続性 

終了時評価時点の状況 

用されている。他方、斜面崩壊対策工の設計に関する長期間の

協議により、地すべりと落石対策工の設計に関する技術移転の

時間が不足することとなった。対策工の設計に関する能力強化

と維持を目的として、事業終了までに設計に関する追加の技術

移転（研修とマニュアル作成）が予定されている。 

施工監理 比較的高い 

C/P地方事務所のサイトエンジニアとサイエンティスト各 1名、
及び本部のスタッフ数名が施工監理に関わった。本事業を通じ

て得られた知識と技術は、OJT や現場視察、月例進捗会議を通
じて関係者間で共有されているものの、これらの知識・技術を

組織全体で共有・維持するためには、マニュアルの作成や研修

を通じたさらなる技術移転が不可欠である。 

非構造物対策 比較的高い 

成果 5 で実施された早期警報や土地利用規制に関するセミナー
やワークショップは C/P の非構造物対策を促進した。これらの
セミナーやワークショップで使用された資料は最終的にとりま

とめて C/P に手渡される予定である。また C/P とワークショッ
プに講師を派遣した日本の国土交通省国土技術政策総合研究所

（国総研）は協定締結（2018年初頭の予定）に合意しており、
この機関間の連携により非構造物対策の分野における更なる技

術移転が期待される。 
 

本事業終了までに、日本人専門家と C/Pは共同で地すべり・斜面崩壊・落石の対策工に関する
マニュアルを準備し（活動 5.1）、マニュアルを用いた研修を実施予定である（活動 5.2）。これに
より土砂災害対策工の技術移転を強化することができる。本事業から得た知識や教訓を共有する

ためには、なるべく多くの C/P職員がこの研修に参加することが望ましい。また C/Pがこれらの
知識や技術を実践し、維持していくためにも、今後も多くの対策工事に関わっていくことが重要

である。 

観測機械の維持管理に関する持続性は比較的高い。観測機材は C/Pによってよく維持されてお
り、維持管理の知識は部署内で共有されている。しかし観測機材が完全に故障した場合は、精密

機械のためスリランカ国内での修理は難しく、日本での修理は経費面から難しい。ボーリングマ

シンの維持管理に関しては、C/P はチェックシートを用いて毎月検査を実施しており、また故障
時には国内での修理が可能である。コンプレッサーに関しては、C/P はコンプレッサー専門の技
術者を雇用予定であり、これにより同機材の運用・維持管理能力が高まるとみられる。 

対策工のモニタリングと維持管理に関しては、C/P は対策工を対象地域の管理者に引き渡す際
に維持管理のマニュアルを提供する予定である。C/P はまた対策工の維持管理のためにコミュニ
ティ・グループを結成し、C/P 地方事務所がパイロットサイトを定期的にモニタリングし、対策
工がきちんと維持されているか確認する。C/P はコミュニティ・グループに対して維持管理用品
（掃除用具等）を申請された場合は支援することも検討している。 
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４－６ 効果発現に貢献した要因 

  (1) 計画内容に関すること 

 C/P職員は日本政府や JICAによる様々な奨学金や研修スキーム（JDS、防災課題別研
修、アジア開発銀行-日本政府奨学金等）を活用して人材育成を図っており、これらの
スキームが C/P全体の能力向上に貢献している。 

  (2) 実施プロセスに関すること 

 C/P 職員のモチベーション・職業意識の高さが移転技術や知識の積極的な活用とそれ
らの他の職員との自発的な共有に繋がった。 

４－７ 問題点及び問題を惹起した要因 

  (1) 計画内容に関すること 

 詳細計画の情報が限定的であったことから、斜面崩壊対策の施工が本事業の対象外と

され、施工を通じた技術移転に負の影響を及ぼし、また事業期間の延長に繋がった。  

  (2) 実施プロセスに関すること 

 特になし 
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第５章 結論 

上記の評価結果に基づいて、終了時評価団は C/Pが調査・モニタリング・分析・施工監理の能
力を強化したことを確認した。事業終了までにさらなる技術移転（特に対策工の設計）が実施さ

れれば、プロジェクト目標は事業終了時に達成する見込みである。したがって、事業期間の延期

は必要ないと考えられる。 

5項目評価に基づく終了時評価結果の要約は以下のとおりである。 

基準 評価結果 要約 

妥当性 比較的高い 

本事業はスリランカと日本の防災政策や NBRO のニーズとも合致
している。一方で、詳細計画策定調査時の情報不足により斜面崩

壊対策工の建設が実施されず、結果、技術移転の範囲（斜面崩壊

分野）が縮小された。 

有効性 比較的高い 

本事業を通じて NBRO の調査・モニタリング・分析・施工監理に
関する能力が強化された。本事業終了までに追加の技術移転（特

に設計分野）が実施されれば、プロジェクト終了までにプロジェ

クト目標は達成すると見込まれる。 

効率性 比較的高い 
施工監理における日本人専門家の派遣日数が不足しており、技術

移転に影響はあったものの、その他の投入の量・質・タイミング

は十分であり、所期の成果の達成に貢献した。 

インパクト 高い 

現在の上位目標は指標が適切でなく、達成見込みは計測不能であ

るが、本事業の長期目標を「パイロット事業を通じて得られた知

識や技術を C/P が他の対策工へ活用すること」とすると、この効
果は既に発現している。また終了時評価までに複数の正のインパ

クトが発現し、負のインパクトの発現は観察されていない。 

持続性 比較的高い 

NBRO 等、関連機関の政策面・制度面・財政面・組織面における
持続性は高い。技術的な持続性に関しては、プロジェクト期間内

でマニュアルの作成と研修の実施を通じて更なる技術移転を実施

する必要がある。 
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第６章 提言 

終了時評価調査の結果に基づいた合同評価団による提言は以下のとおり 

[NBROと JICAに対する提言] 

  (1) PDMの上位目標の変更 

「３－４ 上位目標の達成見込み」で既述のとおり、現在の上位目標とその指標は以下

のとおり変更し、新しい PDMを承認する必要がある。 

現在の上位目標 
上位目標 対象地域の土砂災害の発生件数が減少する 
指標 2017年-2020年の土砂災害の発生件数 
修正案 

上位目標 NBROまたは NBROの支援によって、本事業から得た経験や技術を用いた土
砂災害対策工が実施される。 

指標 すべての土砂災害対策工（事前調査の開始を含む）が NBROまたは NBROの
支援によって本事業を通じて得た技術と経験を用いて実施される 

 

修正案の指標の定義については、以下のとおりとする。 

• “すべての土砂災害の対策工”は、“本事業から得た経験や技術”を用いない対策工

を除外する。 
• “本事業から得た経験や技術”は以下の経験や技術のいずれかとする。 
➢ 地すべり対策調査におけるドローン技術の活用 
➢ 逆解析を用いた土砂災害対策工の設計 
➢ ケーシングを用いた長い横ボーリング工（30メートル以上） 
➢ 出来形管理用書類を用いた体系的な施工監理9 

 

[NBROに対する提言] 

  (1) NBRO地方事務所への対策工の担当者の配置 

2018 年 8 月までの瑕疵検査期間中、各パイロットサイトの対策工の状態を把握する必要
がある。したがって、C/P は対策工を管理している地方事務所に対策工の担当者を配置し、
瑕疵や破損が起きた場合は、迅速に JICAスリランカ事務所に報告することが望ましい。 

  (2) 事業終了後の対策工の適切な管理 

事業効果の持続性を確保するために、本事業終了後は継続的に対策工をモニターし、適

切に維持することが重要である。C/Pは雨期（モンスーン）の後、特に大雨の後など少なく
とも年に 2回はチェックシートを用いてモニタリングを行い、対策工を適切に管理すること

                                                         
9 書類見本は英文報告書の別添資料 8に添付。 
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第５章 結論 
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9 書類見本は英文報告書の別添資料 8に添付。 
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が重要である。破損が起きた場合等、必要がある場合は、C/Pは状況と対応策について JICA
スリランカ事務所に報告することを提言する。 

  (3) 土砂災害対策工の活用と、公式書類としての承認 

本事業終了までに日本人専門家と C/P は共同で土砂災害対策工に関するマニュアル（本
事業の教訓を含む）を準備予定である。本事業によって移転された知識と技術が広く共有・

維持されるために、C/Pはこのマニュアルを十分に活用し、公式書類として承認し、広く共
有することが望ましい。 

  (4) 本事業の成果の他の土砂災害対策事業への有効活用 

C/Pは本事業から得た知識や経験を C/P自身または C/Pが支援し、他実施機関が実施する
他の土砂災害対策事業（LDPP等）に活用することを推奨する。 

[JICAに対する提言] 

  (1) 対策工の設計に関する研修の実施 

日本人専門家は、本事業終了までに C/P 職員に対して対策工の設計に関する実践的な研
修を実施する必要がある。



 

 

添 付 資 料 
 

英文合同調査結果報告会議事録ミニッツ 
 
 
 
 
 





添付資料

A-1



添付資料

A-2



添付資料

A-3



添付資料

A-4



添付資料

A-5



添付資料

A-6



添付資料

A-7



添付資料

A-8



添付資料

A-9



添付資料

A-10



添付資料

A-11



添付資料

A-12



添付資料

A-13



添付資料

A-14



添付資料

A-15



添付資料

A-16



添付資料

A-17



添付資料

A-18



添付資料

A-19



添付資料

A-20



添付資料

A-21



添付資料

A-22



添付資料

A-23



添付資料

A-24



添付資料

A-25



添付資料

A-26



添付資料

A-27



添付資料

A-28



添付資料

A-29



添付資料

A-30



添付資料

A-31



添付資料

A-32



添付資料

A-33



添付資料

A-34



添付資料

A-35



添付資料

A-36



添付資料

A-37



－ 70 －

添付資料

A-38



－ 71 －

添付資料

A-39



－ 72 －

添付資料

A-40



－ 73 －

添付資料

A-41



－ 74 －

添付資料

A-42



－ 75 －

添付資料

A-43



－ 76 －

添付資料

A-44



－ 77 －

添付資料

A-45



キ
ュ
ー
バ
国
地
下
帯
水
層
へ
の
塩
水
侵
入
対
策
・
地
下
水
管
理
能
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
時
評
価
報
告
書

平
28
年
6
月

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構


	表紙
	中表紙
	目次
	地図
	写真
	略語一覧表
	終了時評価調査結果要約表
	第１章 終了時評価調査の概要
	１－１ プロジェクトの背景
	１－２ 調査団派遣の目的・日程
	１－３ 調査団の構成
	１－４ プロジェクトの概要

	第２章 終了時評価調査の手法
	２－１ 調査手法
	２－２ 調査対象者とデータ収集方法

	第３章 プロジェクトの実施と実施プロセス
	３－１ 投入の実績
	３－２ 成果の達成状況
	３－３ プロジェクト目標の達成見込み
	３－４ 上位目標の達成見込み
	３－５ 実施プロセス

	第４章 5 項目評価による評価結果8
	４－１ 妥当性
	４－２ 有効性
	４－３ 効率性
	４－４ インパクト
	４－５ 持続性
	４－６ 効果発現に貢献した要因
	４－７ 問題点及び問題を惹起した要因

	第５章 結論
	第６章 提言
	添 付 資 料

